
親愛なるお客様各位 

 

緊急事態宣言延⾧による弊社当店舗の対応について 

【トキノサイクリングフィットネス ：荻窪店】 

【フリーダムウィメンズフィットネス：久米川店】 

 

平素より当施設をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止による政府からの「緊急事態宣言」が発出されてから、延⾧期間を経

て、人流を抑制する上で、特措法施行令第 11 条該当施設：第 9 号「運動施設」として両店舗共、東京都

の指針による 1000 ㎡以上のスポーツクラブに該当しない店舗でありながらも、できる限り緊急事態宣言

を真摯に受けて止めて協力を図ってまいりました。 

 

これは、会員様と共に創意工夫を凝らしながら前進していけたらとの思いがあったからこその行動で

あり、ここまで多くの方にご協力賜りましたことに多大なる感謝を申し上げます。 

 

ここまでの誠意ある協力を試みてまいりましたが、休業による月会費の返納を含む営業損失、先行きの

見えない協力金の支給等、経営な一面を最優先して今後の営業における当社の対応を検討する運びとな

りました。 

よって、6 月 20 日（日）まで再度延⾧される緊急事態宣言となりましたが、上記内容のようにそもそ

も該当する休業施設に値しない点、今回の延⾧でスポーツクラブ自体が時短営業に緩和された点、宣言

解除後における東京オリンピック開催の意向を鑑みて、スポーツが齎す「パワーとその影響」「経済」「健

康被害の防止」等の局面を総合的に検討した結果、両店舗共 6 月 1 日（火）より感染拡大防止対策を今

まで以上に行い、通常通りの営業を再開することにいたしましたので、ご報告申し上げます。 

 

営業時間に関しては各店舗：ホームページをご覧ください。 

 

もうすぐ意欲的で前向きな時が訪れることと思います。 

「新しい当たり前」を創造しながら、工夫をしながら前進することは悪いことではありません。 

皆様の健康と笑顔とやる気のためにスタッフ一同、精一杯頑張って営業してまいりますので、引き続き

ご愛顧下さいますようお願い申しあげます。 
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